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山梨県山梨県山梨県山梨県農地農地農地農地・・・・水水水水・・・・環境保全向上対策補助金交付要綱環境保全向上対策補助金交付要綱環境保全向上対策補助金交付要綱環境保全向上対策補助金交付要綱    

 

（趣旨） 

弟１条 知事は、農地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図ることを通じて、地 

域の振興に資するため、地域共同による農地・農業用水等の資源の保全管理活動やそ

の一環として行う農村環境の保全活動（共同活動）に加え、農地周りの農業用用排水

路等施設の長寿命化や水質・土壌等の高度な保全のための取組（向上活動）に対し農

地・水保全向上対策補助金（以下「本補助金」という。）を交付する措置を講じるこ

ととする。 

２ 本補助金の交付については、次に定めるものによるほか、この要綱の定めるところ

による。 

 （１）農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成２４年４月６日付け２３農振第２

３４２号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。） 

 （２）農地・水保全管理支払交付金実施要領（平成２４年４月６日付け２３農振第２

３４３号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。） 

 （３）農地・水保全管理支払交付金交付要綱（平成２４年４月６日付け２３農振第２

３４５号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。） 

 （４）山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規則」とい

う。） 

３ 知事は、予算の範囲内において次の各号に掲げる補助金を交付するものとする。 

 （１）共同活動支援費補助金 

   知事は、実施要綱別紙１第１の規定に基づき、国の共同活動支援交付金と併せて、

実施要綱第５の１で定める地域協議会に対し、補助金を交付する。 

 （２）向上活動支援費補助金 

   知事は、実施要綱別紙３第２の１の（１）の規定に基づき、知事が策定した事業

実施に関する基本方針において、地域の推進体制の中で、申請事務を担うこととし

て定めた者（地域協議会）に対し、補助金を交付する。 

 （３）推進費補助金 

   知事は、実施要綱別紙３第１の１に定める地域協議会推進事業及び実施要綱別紙

３第１の３に定める市町村推進事業に対し、補助金を交付する。 

 

（補助金の対象経費及び交付額） 
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第２条 前条に規定する補助金の対象経費及び交付額は別表のとおりとする。 

 

（実施期間） 

第３条 共同活動支援費補助金及び推進費補助金の実施期間は、平成２４年度から平成

２８年度までの５年間とする。 

２ 向上活動支援費補助金の実施期間は、平成２３年度から平成２７年度までの５年間

とする。 

 

（地域協議会に係る手続） 

第４条 地域協議会長は、実施要綱別紙４第４の２に基づく承認申請について、協議書

（第１号様式）により知事に事前に協議するものとする。 

２ 地域協議会長は、実施要綱別紙４第４の３に基づく承認について通知された場合に

は、速やかにその旨を知事に通知するものとする。 

３ 地域協議会長は、実施要綱別紙４第５の１に基づき届け出る地域協議会規約その他

の規程の変更について、協議書（第２号様式）により知事に事前に協議するものとす

る。 

４ 地域協議会長は、実施要領第１の３の（１）に基づき行う地域協議会の業務方法書

等の承認申請について、協議書（第３号様式）により知事に事前に協議するものとす

る。なお、実施要領第１の３の（２）に基づき行う地域協議会の業務方法書等を変更

する場合も、同様の手続きを経るものとする。 

 

（共同活動支援費補助金及び向上活動支援費補助金の交付単価） 

第第第第５５５５条条条条 実施要綱別紙１第８の２の（１）に定める国の助成による共同活動支援交付金

と一体的に県が交付する共同活動支援費補助金の交付単価は、次の表のとおりとする。 

地 目 

国の助成による共同活動支援交付

金と一体的に県が交付する共同活

動支援費補助金の１０ａ当たりの

交付単価 

田 １，１００円 

畑 ７００円 

草 地 １００円 
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２ 共同活動支援費補助金を５年間以上交付を受けた活動組織及び向上活動支援費補

助金の交付を受けた活動組織については、１に定める表の交付単価に０．７５を乗じ

て得た額を交付単価とする。

 

３ 実施要綱別紙１第８の２により、１に定める表の交付単価（２に該当する活動組織

にあっては１に定める表の交付単価に０．７５を乗じて得た交付単価）を超えない範

囲内で交付単価を設定できるものとする。 

 

４ 実施要綱別紙２第６の２の（１）に定める国と地方公共団体が緊密な連携の下に実

施する支援に係る国の向上活動支援交付金と一体的に県が交付する向上活動支援費

補助金の上限額は、次の表に定める交付単価をそれぞれ該当する対象農地の面積に乗

じて得た金額に相当する金額の合計とする。 

地 目 

国の向上活動支援交付金と一体的

に県が交付する向上活動支援費補

助金の１０ａ当たりの交付単価 

田 １，１００円 

畑 ５００円 

草 地 １００円 

 

（交付申請） 

第第第第６６６６条条条条 地域協議会長は、共同活動支援費補助金及び向上活動支援費補助金の交付を受

けようとするときは、規則第４条の規定により、交付申請書（第４号共同様式、第４

号向上様式）を、別に定める日までに知事に提出しなければならない。 

２ 市町村長は、推進費補助金の交付を受けようとするときは、規則第４条の規定によ

り、交付申請書（第５号様式）を、別に定める日までに知事に提出しなければならな

い。 

 

（交付の決定） 

第第第第７７７７条条条条 規則第７条の規定による交付決定の通知は、交付決定通知書（第６号共同様式、

第６号向上様式、第６号推進様式）により行うものとする。 
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（共同活動支援費補助金及び向上活動支援費補助金の管理・運用） 

第第第第８８８８条条条条 地域協議会は、県から交付される共同活動支援費補助金及び向上活動支援費補

助金を該当組織に交付するものとする。 

２ 地域協議会は、本補助金について、他の事業と区分して経理しなければならない。 

３  地域協議会は、共同活動支援費補助金について、実施要領第１の１２の（１）及び

（２）に基づき返還された国の支援交付金に併せて県が交付した補助金を知事に返還

するものとする。 

４ 地域協議会は、向上活動支援費補助金について、年度末に残額が生じたときは、当

該残額を知事に返還するものとする。 

 

（事業の中止、廃止） 

第第第第９９９９条条条条 地域協議会長及び市町村長は、事業の中止・廃止をしようとするとき又は、推

進費補助金が予定の期間内に完了しないときは、速やかに知事に対してその理由を事

業等（中止、廃止）承認申請書（第１３号様式）により提出し、知事の指示を受けな

ければならない。 

 

（内容の変更） 

第第第第１１１１００００条条条条 地域協議会長及び市町村長は、第６条に規定する交付申請書の記載事項を変

更しようとするときは、変更承認申請書（第７号様式）を知事に提出し、承認を受け

なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。 

２ 前項に規定する軽微な変更とは、第４号様式の２以外の変更とする。 

 

（共同活動支援費補助金及び向上活動支援費補助金の返還） 

第第第第１１１１１１１１条条条条 地域協議会長は、共同活動支援費補助金について、実施要領第１の１６の

（２）に基づき返還された国の支援交付金と併せて、県が交付した補助金を知事に返

還するものとする。 

２ 地域協議会長は、向上活動支援費補助金について、実施要綱別紙２第７の３の（１）

及び（２）に基づき返還された国の支援交付金と併せて、県が交付した補助金を知事

に返還するものとする。 

 

（状況報告） 

第第第第１１１１２２２２条条条条 地域協議会長及び市町村長は、規則第１０条の規定により、当該年度の１２
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月３１日現在における状況報告書（第８号様式）を作成し、翌月の１０日までに知事

に提出しなければならない。 

２ 前項のほか、知事は、必要に応じて地域協議会長及び市町村長から遂行状況につい

て報告を求めることができる。 

 

（共同活動支援費補助金及び向上活動支援費補助金の実施状況等の報告） 

第第第第１１１１３３３３条条条条 知事は、必要に応じて、地域協議会長に対し、補助金の実施状況について報

告を求めることができる。 

２ 地域協議会長は、実施要領第１の１４の（２）に基づき国に行う実施状況の報告に

併せて、知事に実施状況報告書（第９号様式）により報告するものとする。 

 

３ 地域協議会長は、実施要領第２の１０（２）に基づき国に行う実施状況の報告に併

せて、知事に実施状況報告書（第１０号様式）により報告するものとする。 

 

（実績報告） 

第第第第１１１１４４４４条条条条 地域協議会長及び市町村長は、規則第１２条の規定により補助事業等の完了

の日から起算して一ヶ月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の

４月１０日のいずれか早い期日までに、知事に実績報告書（第１１号様式）を提出し

なければならない。    

 

（補助金の支払） 

第第第第１１１１５５５５条条条条 補助金の支払いは、規則第１３条の規定により交付すべき補助金の額を確定

した後に行うものとする。ただし、知事が必要と認めた場合は、概算払いをすること

ができる。 

２２２２    補助金の概算払いを受けようとする地域協議会長及び市町村長は、概算払請求書

（第１２号様式）を知事に提出するものとする。 

 

（関係書類の閲覧） 

第第第第１１１１６６６６条条条条 知事は、必要に応じて、地域協議会の経理内容を調査し、当該助成の交付申

請の基礎となった関係書類等の閲覧を求めることができる。 

 

（経理事務指導） 
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第第第第１１１１７７７７条条条条 知事は、必要に応じて、地域協議会に対し、補助金に係る経理が適切に行わ

れるよう指導するものとする。 

 

（証拠書類の保存） 

第第第第１１１１８８８８条条条条 地域協議会長及び市町村長は、事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、

事業終了年度の翌年度から起算して５年間保管しておかなければならない。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年７月１０日から施行する。 

この要綱は、平成２３年５月３０日より施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成２４年５月２２日より施行し、平成２４年４月６日から適用する。



 7 

別表（第２条関係） 

 

事  業 交付対象経費 
交 付 

対象者 
交 付 額 

１ 共同活動支

援費補助金 

地域協議会が対象活動組織に

対し共同活動支援交付金を交付

するのに要する経費 

地 域 

協議会 
定 額 

２ 向上活動支

援費補助金 

 

地域協議会が対象活動組織（集

落）に対し向上活動支援交付金

を交付するのに要する経費 

地 域 

協議会 
定 額 

３ 推進費補助

金 

市町村が市町村推進事業を実施

するのに必要な経費 
市町村 定 額 
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第１号様式（第４条第１項関係） 

 

    第       号 

年   月   日 

 

山梨県知事  殿 

 

  

                      住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

 

地域協議会の承認申請に係る協議書 

 

山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱第４条第１項に基づき、次の関係

書類を添えて協議します。 

 

１ 会員名簿（実施要領様式第４－１号別紙１） 

 

２ 規約その他の規程（実施要領別記第４－１～第４－６） 

 

３ 事業計画書（実施要領様式第４－１号別紙２） 
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第２号様式（第４条第３項関係） 

 

第       号 

年   月   日 

 

山梨県知事  殿 

        

               住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

 

 

地域協議会規約その他の規程の変更届出に係る協議書 

 

山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱第４条第３項に基づき、次の関係

書類を添えて協議します。 

 

 

１ 規程  新旧対照表（実施要領様式第４－２号別紙） 
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第３号様式（第４条第４項関係） 

 

第       号 

年   月   日 

 

山梨県知事  殿 

                      住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

 

 

業務方法書等の承認（変更）申請に係る協議書 
 

山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱第４条第４項に基づき、次の関係書類

を添えて協議します。 

 

１ 農地・水保全管理支払交付金（共同活動支援交付金）に係る業務方法書 

 

 

 

（２ 農地・水保全管理支払交付金（共同活動支援交付金）に係る業務方法書新旧対照表） 

  
 

 ＜注意＞ 

※ 変更申請の場合は、２を追記し、「新旧対照表」を添付するものとする。 
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 第４号共同様式（第６条第１項関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事  殿 

                      住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

 

平成  年度 共同活動支援費補助金交付申請書 
 

  平成  年度において次のとおり実施したいので、山梨県農地・水・環境保全向上対策補

助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、金            円の交付を申請す

る。 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画及びその内容 

 

ア． 共同活動支援費補助金交付計画（又は実績） 

         （単位：a、円） 
区分 交付単価 

（円/10a） 

対象農用地面

積 

（a） 

交付額 

（県の補助金） 

（円） 

備考 

田  ①         

基本単価         

基本単価に０．７５を乗じ

て得た額 

        

 

その他の単価         

畑  ②         

基本単価         

基本単価に０．７５を乗じ

て得た額 

        

 

その他の単価         

草地 ③         

基本単価         

基本単価に０．７５を乗じ

て得た額 

        

 

その他の単価         

計 ①＋②＋③         

※実績報告においては、返還額を交付額の欄に［ ］書きで記載すること。



 
1
2
 

イ
．

実
施

予
定

地
区

一
覧
 

協
定

農
用

地
（
h
a
）
 

支
援

対
象

農
用

地
（
h
a
）
 

チ
ェ

ッ
ク

項
目
 

市
町

村
名
 

活
動
 

組
織

名
 

田
 

畑
 

草
地
 

計
 

田
 

畑
 

草
地
 

計
 

基
礎

支
援
 

（
県

分
）
 

（
千

円
）
 

 
 

非
農

業

者
 

の
参

画
 

支
援

要
件
 

市
町

村
 

負
担
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計
 

地
区
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
１

：
対

象
活

動
組

織
か

ら
の

申
請

書
及

び
添

付
書

類
（

規
約

・
協

定
）

を
審

査
し

た
結

果
、

共
同

活
動

支
援

費
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
認

め
ら

れ
る

対
象

活
動

組
織

に
つ

い

て
記

載
し

、
規

約
及

び
協

定
書

を
添

付
す

る
。
 

注
２

：
チ

ェ
ッ

ク
項

目
の

欄
は

、
審

査
に

あ
た

っ
て

、
規

約
に

よ
り

活
動

組
織

の
構

成
員

に
非

農
業

者
等

が
含

ま
れ

て
い

る
こ

と
、

協
定

に
位

置
付

け
ら

れ
た

実
施

計
画

が
必

要

な
要

件
を

全
て

満
た

す
も

の
で

あ
る

こ
と

、
市

町
村

の
予

算
が

担
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

こ
と

を
示

す
た

め
、

そ
れ

ぞ
れ

の
欄

に
○

印
を

記
入

す
る

。
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３ 経費及び負担区分  

                         （単位：円） 

負  担  区  分 

区 分 

補助金に係る事 

業に要する経費 

又は補助金に係る 

事業に要した経費 
国 県 市町村 

共同活動支援費 

補助金 
    

 

４ 事業完了予定（又は事業完了）年月日 

 

５ 収支予算（又は精算） 

 

（１）収入の部                          （単位：円） 

比較 増 減額  

区 分 

本年度予算額 

又は 

本年度精算額 

前年度予算額 

又は 

本年度予算額 増 減 
備考 

共同活動支援費補助金 

（１）国費 

（２）県費 

（３）市町村費 

     

 

（２）支出の部                          （単位：円） 

比較 増 減額  

区 分 

本年度予算額 

又は 

本年度精算額 

前年度予算額 

又は 

本年度予算額 増 減 
備考 

共同活動支援費 
     

 

６ 支払いの方法 

口座振替払 

振込先銀行名        銀行     店 

預金種目・口座番号 １普通 ２当座 ３その他（  ）口座番号 

口座名義  
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第４号向上様式（第６条第１項関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事  殿 

                      住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

 

 

平成  年度 向上活動支援費補助金交付申請書 
 

  平成  年度において次のとおり実施したいので、山梨県農地・水・環境保全向上対策補

助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、金            円の交付を申請す

る。 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業計画及びその内容 

（１）向上活動支援費補助金 

 

ア． 向上活動支援費補助金交付計画（又は実績） 

                              （単位：a、円） 

 

 

 

区 分 対象農用地面積 交付額 

（県の補助金） 

交付上限額 

（県の補助金） 

向上活動支援       

  田       

  畑       

  草地       



 
1
5
 

イ
．

実
施

予
定

地
区

一
覧

  注
１

：
対

象
集

落
か

ら
の

申
請

書
及

び
添

付
書

類
を

審
査

し
た

結
果

、
向

上
活

動
支

援
費

補
助

金
の

交
付

の
対

象
と

認
め

ら
れ

る
対

象
集

落
に

つ
い

て
記

載
し

、

規
約

及
び

協
定

書
を

添
付

す
る

。
 

注
２

：
チ

ェ
ッ

ク
項

目
の

欄
は

、
審

査
に

あ
た

っ
て

、
規

約
に

よ
り

活
動

組
織

の
構

成
員

に
非

農
業

者
等

が
含

ま
れ

て
い

る
こ

と
、

協
定

に
位

置
付

け
ら

れ
た

実

施
計

画
が

必
要

な
要

件
を

全
て

満
た

す
も

の
で

あ
る

こ
と

、
市

町
村

の
予

算
が

担
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

こ
と

を
示

す
た

め
、

そ
れ

ぞ
れ

の
欄

に

○
印

を
記

入
す

る
。
 

注
３

：
実

績
報

告
に

お
い

て
は

、
活

動
組

織
（

集
落

）
か

ら
の

返
還

金
額

（
県

分
）

を
円

単
位

で
記

載
す

る
。
 

協
定

農
用

地
（
h
a
）
 

支
援

対
象

農
用

地
（
h
a
）
 

向
上

活
動

支
援
（

県
分

） 

（
千

円
）
 

チ
ェ

ッ
ク

項
目
 

市
町

村
名
 

活
動

組
織

（
集

落
）

名
 

田
 

畑
 

草
地
 

計
 

田
 

畑
 

草
地
 

計
 

交
付

額
 
上

限
額
 

非
農
 

業
者
 

の
参

画
 

支
援

要
件
 

市
町

村
 

負
担
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

地
区
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３ 経費及び負担区分  

                         （単位：円） 

負   担   区   分 

区 分 

補助金に係る事 

業に要する経費 

又は補助金に係る 

事業に要した経費 
国 県 市町村 

 

その他 

(集落等) 

向上活動 

支援費 

補助金 

    

 

※その他の場合は、下記に負担者・経費を記載のこと。 

     その他の負担者： 

     事業に要する（要した）経費： 

 

４ 事業完了予定（又は事業完了）年月日 

 

５ 収支予算（又は精算） 

 

（２）収入の部                          （単位：円） 

比較 増 減額  

区 分 

本年度予算額 

又は 

本年度精算額 

前年度予算額 

又は 

本年度予算額 増 減 
備考 

向上活動支援費補助金 

（１）国費 

（２）県費 

（３）市町村費 

（４）その他 

     

 

（２）支出の部                          （単位：円） 

比較 増 減額  

区 分 

本年度予算額 

又は 

本年度精算額 

前年度予算額 

又は 

本年度予算額 増 減 
備考 

向上活動支援費 

補助金 

     

 

６ 支払いの方法 

口座振替払 

振込先銀行名        銀行     店 

預金種目・口座番号 １普通 ２当座 ３その他（  ）口座番号 

口座名義  



 17 

第５号様式（第６条第２項関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事  殿 

 

 

市長村長名      印 

 

 

平成 年度 推進費補助金交付申請書 
 

  平成  年度において次のとおり実施したいので、山梨県農地・水・環境保全向上対策補

助金交付要綱第６条第２項の規定に基づき、金            円の交付を申請す

る。 

 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画及びその内容 

（１）協定認定・締結計画（又は実績）

 

区分 認定・締結時期 認定・締結組織数 備考 

           共同活動支援交付金 

 月  組織  

      向上活動支援交付金 

 月  組織  

 

（２）確認事務計画（又は実績）

 

ア 書類の確認計画（又は実績） 

区分 確認組織数 備考 

        
共同活動支援交付金 

  組織   

        
向上活動支援交付金 

  組織   

 

イ 現地確認計画（又は実績） 

区分 確認の時期 確認内容 確認組織数 備考 

            
共同活動支援交付金 

      組織   

          
向上活動支援交付金 

      組織   
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（３）推進・指導計画（又は実績）

ア 活動組織等への説明会の開催計画（又は実績） 

開催時期 説明内容 開催回数 参加人数 備考 

              

  月    回  人   

 

イ 対象組織の指導計画（又は実績） 

指導時期 指導内容 指導対象組織数 備考 

          

  月       

 

（４）その他推進事業実施に必要な事項 

実施内容 実施時期 実施回数等 備考 

          

          

 

３ 経費及び負担区分           

（単位：円） 

 

４ 事業完了予定（又は事業完了）年月日 

 

 

５ 収支予算（又は精算） 

 

（１）収入の部                        （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）支出の部              

               （単位：円） 

比較 増 減額  区 分 本年度予算額 

又は 

本年度精算額 

前年度予算額 

又は 

本年度予算額 
増 減 

備考 

市町村推進事業      

負  担  区  分 区 分 補助金に係る事 

業に要する経費 

又は交付金に係る 

事業に要した経費 

国 県 市町村 

市町村推進事業     

比較 増 減額  区 分 本年度予算額 

又は 

本年度精算額 

前年度予算額 

又は 

本年度予算額 

増 減 

備考 

市町村推進事業 

（国費） 
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６ 支払いの方法 

口座振替払 

振込先銀行名        銀行     店 

預金種目・口座番号 １普通 ２当座 ３その他（  ）口座番号 

口座名義  
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第６号共同様式（第７条共同支援関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

地域協議会長  殿 

 

 

山梨県知事         印 

 

 

 

平成  年度 共同活動支援費補助金交付決定通知書 
 

平成  年  月  日付け  第   号で申請のあった平成  年度共同活動支援費

補助金については、山梨県補助金等交付規則第５条の規定に基づき、次のとおり交付するこ

とに決定したので、同規則第７条及び山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱第

７条の規定に基づき通知する。 

 

 

１ 補助対象事業  平成  年度 共同活動支援費補助金 

 

 

２ 交付対象経費                円 

 

 

３ 交付金の額                 円 

 

 

４ 地域協議会は、概算払により補助金の交付を受けた場合においては、当該概算払を受け

た補助金の額に相当する額を延滞なく対象活動組織に交付しなければならない。 

 

 

５ 補助金交付の条件は、前記４に定めるもののほか、（別紙）のとおりとする。



 21 

（別紙） 

交 付条件 
 

１ 地域協議会は、次に掲げる規則等の定めるところに従わなければならない。 

（１）山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱 

（２）山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号） 

（３）農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成 24 年 4 月 6 日付け 23 農振第 2342 号農

林水産事務次官依命通知） 

（４）農地・水保全管理支払交付金実施要領（平成 24 年 4 月 6 日付け 23 農振第 2343 号農

林水産省農村振興局長通知） 

（５）農地・水保全管理支払交付金交付要綱（平成 24 年 4 月 6 日付け 23 農振第 2345 号農

林水産事務次官依命通知） 

 

 

２ １に掲げる規則等又は交付条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を返還させ

ることがある。 

 

 

３ 地域協議会は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収

入及び支出について証拠書類を、事業終了の年度の翌年度から起算して５年間保管しなけ

ればならない。 

 

 

４ 地域協議会は、対象活動組織から２により返還を受けた場合には、返還を受けた金額の

全部又は一部に相当する額を県に納付しなければならない。 

 

 

５ 地域協議会が、更に対象活動組織へ交付金を交付する場合においても、地域協議会に付

された条件と同一の条件を付さなければならない。 
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第６号向上様式（第７条向上支援関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

地域協議会長  殿 

 

 

山梨県知事         印 

 

 

 

平成  年度 向上活動支援費補助金交付決定通知書 
 

平成  年  月  日付け  第   号で申請のあった平成  年度向上活動支援費

補助金については、山梨県補助金等交付規則第５条の規定に基づき、次のとおり交付するこ

とに決定したので、同規則第７条及び山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱第

７条の規定に基づき通知する。 

 

 

１ 補助対象事業  平成  年度 向上活動支援費補助金 

 

 

２ 交付対象経費                円 

 

 

３ 交付金の額                 円 

 

 

４ 地域協議会は、概算払により補助金の交付を受けた場合においては、当該概算払を受け

た補助金の額に相当する額を延滞なく対象活動組織に交付しなければならない。 

 

 

５ 補助金交付の条件は、前記４に定めるもののほか、（別紙）のとおりとする。
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（別紙） 

交 付条件 
 

１ 地域協議会は、次に掲げる規則等の定めるところに従わなければならない。 

（１）山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱 

（２）山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号） 

（３）農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成 24 年 4 月 6 日付け 23 農振第 2342 号農

林水産事務次官依命通知） 

（４）農地・水保全管理支払交付金実施要領（平成 24 年 4 月 6 日付け 23 農振第 2343 号農

林水産省農村振興局長通知） 

（５）農地・水保全管理支払交付金交付要綱（平成 24 年 4 月 6 日付け 23 農振第 2345 号農

林水産事務次官依命通知） 

 

 

２ １に掲げる規則等又は交付条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を返還させ

ることがある。 

 

 

３ 地域協議会は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収

入及び支出について証拠書類を、事業終了の年度の翌年度から起算して５年間保管しなけ

ればならない。 

 

 

４ 地域協議会は、対象活動組織から２により返還を受けた場合には、返還を受けた金額の

全部又は一部に相当する額を県に納付しなければならない。 

 

 

５ 地域協議会が、更に対象活動組織へ交付金を交付する場合においても、地域協議会に付

された条件と同一の条件を付さなければならない。 
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第６号推進様式（第７条推進関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

市町村長     殿 

 

 

 

山梨県知事         印 

 

 

 

平成  年度 推進費補助金交付決定通知書 
 

平成  年  月  日付け  第   号で申請のあった平成  年度推進費補助金に

ついては、山梨県補助金等交付規則第５条の規定に基づき、次のとおり交付することに決定

したので、同規則第７条及び山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱第７条の規

定に基づき通知する。 

 

 

１ 補助対象事業  平成  年度 推進費補助金 

 

 

２ 補助対象経費                円 

 

 

３ 補助金の額                 円 

 

 

４ 補助金交付の条件は、（別紙）のとおりとする。
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（別紙） 

交 付条件 
 

１ 市町村は、次に掲げる規則等の定めるところに従わなければならない。 

（１）山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱 

（２）山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号） 

（３）農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成 24 年 4 月 6 日付け 23 農振第 2342 号農

林水産事務次官依命通知） 

（４）農地・水保全管理支払交付金実施要領（平成 24 年 4 月 6 日付け 23 農振第 2343 号農

林水産省農村振興局長通知） 

（５）農地・水保全管理支払交付金交付要綱（平成 24 年 4 月 6 日付け 23 農振第 2345 号農

林水産事務次官依命通知） 

 

 

 

２ １に掲げる規則等又は交付条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を返還させ

ることがある。 

 

 

３ 市町村は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及

び支出について証拠書類を、事業終了の年度の翌年度から起算して５年間保管しなければ

ならない。 
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第７号様式（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事    殿 

  
 

                     住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

                     （市町村長          印） 

 

 

平成  年度 共同活動支援費補助金変更承認申請書 

（平成  年度 向上活動支援費補助金変更承認申請書） 

（平成  年度 推進費補助金変更承認申請書） 
 

 

平成  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった補助金について、次

のとおり計画を変更し［ 金      円の追加交付（減額承認）を受け］たいので、山

梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱第１０条の規定に基づき申請する。 

 

注：金額の変更のない場合は［  ］の部分を除くこと。 

 

 

 

記載事項については、第４号様式（市町村の場合は第５号様式）に準ずる。 

 

（注）補助金交付の決定に係る内容及び変更後の内容を、容易に比較対照できるように作成

するものとし、変更前を括弧書きで記載すること。 
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第８号様式（第１２条第１項関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事     殿 

 

                     住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

                     （市町村長          印） 

 

平成  年度 共同活動支援費補助金遂行状況報告書 

（平成  年度 向上活動支援費補助金遂行状況報告書） 

（平成  年度 推進費補助金遂行状況報告書） 
 

 

平成  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった交付金について、農

地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱第１２条第１項の規定に基づき、次のとおり報告

する。 

 

 

平成  年  月  日現在 

区  分 
計  画 

Ａ 

出 来 高 

Ｂ 

進 捗 度 

Ｂ／Ａ 
備    考 

 円 円 ％  

共同活動支援費補助金 

（向上活動支援費補助金） 

（推進費補助金） 
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第９号共同様式（第１３条第２項関係） 

 

第       号 

年   月   日 

 

山梨県知事       殿 

 

 

                     住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

 

 

 

共同活動支援費補助金に係る実施状況取りまとめ報告書 
 

このことについて、山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱第１３条第２項に

基づき、対象活動組織の実施状況を取りまとめた結果を、次の関係書類を添えて報告します。 

 

 

１ 対象活動組織実施状況整理表（実施要領様式第１－１０号別紙） 
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第１０号向上様式（第１３条第３項関係） 

 

第       号 

年   月   日 

 

山梨県知事       殿 

 

 

                     住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

 

 

 

向上活動支援費補助金に係る実施状況取りまとめ報告書 
 

このことについて、山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱第１３条第３項に

基づき、対象活動組織の実施状況を取りまとめた結果を、次の関係書類を添えて報告します。 

 

 

１ 実施状況確認表（実施要領様式第２－８号別紙） 
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第１１号様式（第１４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事     殿 

 

 

                     住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

                     （市町村長          印） 

 

 

平成  年度 共同活動支援費補助金実績報告書 

（平成  年度 向上活動支援費補助金実績報告書） 

（平成  年度 推進費補助金実績報告書） 
 

 

平成  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知（及び平成  年  

月  日付け  第   号で変更通知）のあった補助金について、次のとおり実施したの

で、山梨県農地・水・環境保全向上対策補助金交付要綱第１４条の規定に基づき報告する。 

 

 

 

 

記載事項については、第４号様式（市町村の場合は第５号様式）に準ずる。 

 

（注）交付の決定に係る内容及び実績報告の内容を比較対照できるように作成するものとし、

交付決定内容を括弧書きで記載すること。
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第１２号様式（第１５条第２項関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事     殿 

 

                     住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

                     （市町村長          印） 

 

 

平成  年度 共同活動支援費補助金概算払請求書 

（平成  年度 向上活動支援費補助金概算払請求書） 

（平成  年度 推進費補助金概算払請求書） 

 

平成  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知（及び平成  年  

月  日付け  第   号で変更通知）のあった補助金について、山梨県農地・水・環境

保全向上対策補助金交付要綱第１５条第２項の規定に基づき、次のとおり概算払いの請求を

する。 

 

１ 概算払請求額                 円 

 

２ 交付対象事業  平成  年度 共同活動支援費補助金 

（平成  年度 向上活動支援費補助金） 

         （平成  年度 推進費補助金） 

 

３ 内 訳 

（単位：円） 

交付金交付決

定額   ① 

既概算受領額 

      ② 

差 引 額 

①－②＝③ 

今回概算請求額 

④ 
備   考 

 

 

    

 

４ 概算払い請求の理由 
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５ 支払いの方法 

口座振替払 

振込先銀行名        銀行     店 

預金種目・口座番号 １普通 ２当座 ３その他（  ）口座番号 

口座名義  
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第１３号様式（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事     殿 

 

                     住所 

                      協議会名 

                      代表者           印  

                     （市町村長          印） 

 

 

平成  年度 共同活動支援費補助金（中止、廃止）承認申請書 

（平成  年度 向上活動支援費補助金（中止、廃止）承認申請書）（平成  年

度 推進費補助金（中止、廃止）承認申請書） 

 

 

平成  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知（及び平成  年  

月  日付け  第   号で変更通知）のあった補助金について、山梨県農地・水・環境

保全向上対策補助金交付要綱第９条の規定に基づき、次のとおり中止（廃止）したいので申

請します。 

 

 

１ 補助対象事業  平成  年度 共同活動支援費補助金 

         （平成  年度 向上活動支援費補助金）          

         （平成  年度 推進費補助金） 

 

２ 中止（廃止）の理由 

 

 

 

※ 中止（廃止）承認申請書の提出と併せ、要綱第１０条の変更承認申請書（第７号様式）

を提出するものとする。 


